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文教経済委員会行政視察報告書 

 

下記のとおり行政視察を行いましたので、その内容等を報告いたします。 

 

記 

 

⒈ 視察日程    令和６年１月２４日（水）～１月２６日（金） 

⒉ 視察先          東京都八王子市、 茨城県牛久市、 静岡県伊豆市 

⒊ 視察委員    市野 幸男（委員長）、 橘 大介（副委員長）、 山本 芳敬、 西口 真理、  

               赤塚 かおり、 吉川 篤博、 野呂 一平 

⒋ 随行職員    早川 直樹 

⒌ 報告書作成  赤塚 かおり、 吉川 篤博、 野呂 一平、 西口 真理 

⒍ 報告書提出  委員長 市野 幸男 

⒎ 視察項目   

⑴ １月２４日（水） 

「学童保育における夏季休業中の給食提供事業について」（八王子市） 

⑵ １月２５日（木） 

「コミュニティ・スクールについて」（牛久市） 

⑶ １月２６日（金） 

「有害鳥獣対策について」 「イズシカ問屋管理運営事業について」（伊豆市） 

 

 

 

 

 



⑴ 学童保育における夏季休業中の給食提供事業について 

 

日 程： 令和6年1月24日（水）13:30～15:００ 

行き先：東京都八王子市 

東京都心から西へ約40キロメートル、新宿から電車で約40分の距離に位置し地形は 

おおむね盆地状で、東は関東平野に続いている。2015年4月東京都初の中核市となり、 

多摩地区のリーディングシティとして、21の大学を抱えた学園都市である。 

面 積： 186.38平方キロメートル 

人 口： 約57万人、観光名所として高尾山がある。 

 

対応者：八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部 放課後児童支援課 倉田直子 課長 

八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部 放課後児童支援課 天野憲一 主査 

八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部 放課後児童支援課 和泉絢香 主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察目的 

松阪市において夏期休業中の学童保育の支援事業が開始された。今年度は1カ所の開設であっ

たが、次年度は3カ所となる。開始されたばかりで、会場の確保、支援員の確保、運営方法等、まだま

だ不安定な点も多い。そこで、夏期休業中の学童保育所で給食を提供している八王子市の運営方

法等を学ぶこととする。 

 

八王子市議会 鈴木議長 挨拶 

文教経済委員会 市野委員長 挨拶 



夏季休業中の学童保育所における昼食提供事業 

 

事業実施に至る経緯 

1学童保育所は、児童への食事の提供を想定した施設ではないことから、給食の内容三季休業中及

び土曜日は、保護者が準備したお弁当を児童に持参させている。 

2女性就業率の上昇等により共働き家庭が増加する中、就労中の保護者は、特に長期間となる夏季

休業中の毎朝のお弁当づくりの負担や衛生面で不安を感じており、学童で昼食提供が求められて

いる。 

3給食が無い日の児童のカルシウム、ビタミン、ミネラルの摂取量が減少しているなど、栄養バランス

の偏りが報告されている。 

4保護者の要望に応えるため一部法人（施設）は、独自の手法により保護者の負担軽減を図ってい

る。 

 

事業目的 

夏季休業中の児童の健康維持増進や、保護者の負担軽減を図ることを目的とした、子育て支援とし

て、学童保育所において小学校給食調理室の調理機能を活用した昼食を提供する。 

 

事業概要 

（1）実施時期    夏期休業中の2～5日間 

※上限５日間として実施校・学童保育所指定管理者と調整 

（2）実施校      R2：4校、R3：12校、R4年：21校、R５：42校 

（3）昼食形態    主食、主菜、副菜、（1～2品程度）※牛乳の提供なし 

（4）昼食費      一食あたり250円 

（5）献立・発注・衛生管理担当者    学校栄養士 

（6）調理担当者  正規給食調理員・委託調理業者 

（7）昼食場所への引率・給食指導    学童保育所指導員 

（8）アレルギー対応    学童保育所指導員 

 ※アレルギー除去食の対応は原則無し。食物アレルギー児童は、食品がない日の昼食は注文 

可能。実施校の学校栄養士が食物アレルギー児童や鯨飲食品の把握等の対応を行う。 

＜実施校の選定＞ 

（1）校舎内にあること 

（2）学校敷地内独立施設、学校外施設については、給食室がある校舎まで児童が移動し、校舎内

で喫食できること。(喫食前後1時間も学校の教室を借用) 

（3）形態が条件に合った学校の中で、今後の展開を見据え、特定の学童保育所運営法人に偏らな

いように考慮する。 



＜実施スケジュール＞ 

時期 内容 

5月下旬～6月下旬 学校との事前調整 

6月下旬～7月上旬 献立、食育教材、保護者宛お便りの作成、配布 

実施日2週間前 希望調査締切り、食数取りまとめ、集金、食材発注 

7月下旬から8月下旬 昼食提供実施。アンケート配布 

【令和3年度子ども家庭支援区市町村包括補助事業における補助対象経費】 

需用費      58,905円  (小学校給食調理室で使用する衛生消耗品等) 

委託料   4,162,275円  （委託業者が担う場合の調理業務委託費  10校） 

合計     4,221,180円 

 

実施にあたっての工夫点・留意点 

●八王子産の野菜を使用 

●学校給食では提供できない。冷たいデザートを提供 

●当日の献立を家庭でもできるよう、学校栄養士が作成したレシピを配付 

●正規学校栄養士、正規給食調理員、委託調理業者との連携による実施 

●小学校の栄養士が献立を考えることで、栄養バランスのとれた昼食が提供できる 

●既存施設の活用によりイニシャルコストがかからない 

●小学校の協力により昼食場所の教室の借用 

 

事業成果 

＜利用者に係るアンケート実施結果＞ 

○子どもたちの声 

みんなで食べることで、苦手な食材や野菜も食べることができ、多くの子供たちがおかわりをしたこと

から、食べ残しが発生しなかった。一緒に同じメニューの昼食を食べることで、食事の楽しさを感じら

れる取り組みとなった。 

○子育て支援策としての有効性 

小学校給食調理室で調理された栄養バランスのとれた温かい昼食や冷たいデザートの提供は、猛

暑によるお弁当の食中毒のリスクや子供の栄養バランスの不安を払拭することができ、保護者から

安心できたとの声が多く寄せられた。また、毎日のメニュー考案やお弁当作りへの精神的な負担軽

減において、有効な取り組みとなった。 

○児童の健康維持増進 

昼食提供は、温かい食事が取れるだけでなく、保護者が特に重要視している栄養バランスに配慮し

たことから、児童の健康維持、増進につながる取り組みとなった。 

 

 



今後の課題と事業展開 

＜課題＞ 

●引率時の児童の体調管理 

猛暑の中、学校外施設から小学校まで移動することに対して、体調面で不安 

●給食調理室で調理した昼食の持ち出し 

建築基準法の規定により校舎外に搬出することができず、学校、給食衛生管理上の観点からも 

課題 

●対象児童の拡大 

放課後子ども教室に参加する児童や、学童保育所卒所後の児童への昼食提供を希望する声 

＜今後の事業展開＞ 

・引き続き、給食調理室を活用し、実施校を拡充 

・学校給食センターを活用し、配送による学童保育所内での実施を施行 

・放課後子ども教室に参加する児童への昼食提供実施に向けた検討 

【所感】 

松阪市において、夏期休業子どもの居場所づくり事業が2023年度から始まった。2024年度から

居場所施設が２カ所増え、３カ所で行う事になった。対して八王子市では、夏期休業中に学童保育

所を各学校の教室を利用し、そのうえ給食提供をしている。なんと学童保育所の待機児童はゼロで

あり、しかも利用できる学年も６年生まで利用できるという。 

平成16年から学童保育所の運営は、指定管理者制度にて90施設を14法人で運営し、待機児童

ゼロへの取り組みを始めた。各運営法人の人件費を上げることで支援員の処遇改善に努めた結

果、支援員の確保と継続的な雇用につながった。 

学童保育開所には部屋の確保が必須だが、八王子では学校内の教室を利用している。教室を利

用するには、個人情報等の関係で入室することが難しいが、教育委員会との連携で教室利用ができ

ている。学校との連携には担当職員が、かなりの時間を費やしたが職員の働きで大きな成果を生ん

でいる。職員が教育委員会からの信頼を得て、教育長の大きな決断で教室の利用が可能となった。

他にも要保護児童となる子どもや、学校以外の場所で些細なトラブルがあった子どもの様子を学校

と学童保育所が共有している。学校としては子どもの変化をいち早くキャッチすることができるメリット

がある。また土日は地域との交流もあり、学校と学童、学童と地域が連携することで子どもの成長を

見守っている。学童保育も地域と輪になったコミュニティ・スクールがつくられていた。 

八王子市の鈴木議長の冒頭挨拶にて、先日市長選挙が行われ、新しい市長の公約に、給食費無

償化があったため、次年度から給食費無償化が実施されるかも知れないと話された。八王子市の子

どもの給食環境は大きく変化していくのだろう。 

松阪市において、夏期休業中の居場所づくりでは、開催する施設の選定や指導員の確保等が難

しくなっている。必要とする小学校に、夏期休業中の学童保育所が設置され、給食が整うことが望ま

しいが現時点では乗り越える課題が多すぎる。コミュニティ・スクールを全校にて開始したからこそ、

学童保育と学校と地域の連携を強化し、学童保育の充実に努めることが必要と感じた。 



⑵ コミュニティ・スクールについて 

日 程:  令和６年１月２５日(木) １３：３０～１５：００  

行き先: 牛久市ひたち野リフレ会議室 

対応者: 牛久市役所  牛久市議会 諸橋太一郎 議長 

牛久市教育委員会 小川茂生 教育部長 

生涯学習課  糸賀珠絵 課長   稲富純子 社会教育主事 

                 牛久市議会事務局 庶務議事課  椎名紗央里 主査 

1. 茨城県牛久市の概要  

牛久市は、茨城県南部の県南地域に位置し、東京都心からおよそ50キロ程度の位置

にあり、牛久駅を中心とした地域は東京のベッドタウンとして宅地開発が進み、人口が増

加している。現在は東京だけでなく、筑波研究学園都市のベッドタウンともなっている。人

口約8.4万人。市東部には仏像の牛久大仏があり、市北西部から南東部にかけて小野川

が流れ、東部から東部に乙戸川、桂川が合流する。また、西部で牛久沼に一部接してい

る。牛久の地名の由来には諸説あるが、古語に由来するものと考えられる。ただし、龍ケ崎

市の金龍寺に「怠け者の小僧が牛になってしまい、沼に身投げをした。そこから『牛を沼が

食った』『牛食う沼』と変わり、その沼が牛久沼と呼ばれるようになった」という昔話が伝

わっており、沼の名の由来・地名の由来ともに、この伝説がまるで真説のように流布してい

る。なお、牛久沼は現在の龍ケ崎市に位置する。「潮来」（うしおく）が「うしく」になったとす

る説、鵜宿あるいは卯宿（うしゅく）が転じたとする説などもあるが、上記の金龍寺の伝説

が一般に支持されている。 

2.牛久市のコミュニティ・スクールの取り組みについて  

①牛久市のコミュニティ・スクール 

・牛久市の教育振興基本計画には、縦糸に「学びの共同体」、横糸に「コミュニティ・スク

ール」が位置付けられている。この縦糸と横糸が一体となって、「牛久の教育」が成り立って

いる。「学びの共同体」がコミュニティ・スクールと深くかかわっており、すべての子どもたちに

幸せになってほしい、そのために、「真面目や努力」から「安心と夢中」の学校にしていくこと



が大切だと考えた。幼・小・中を通して、「安心と夢中」の学校となることであり、日々の授業

を通して「ケアリング・コミュニティ（授業中に子供たちが互いにケアし合える集団）」を作っ

ていこうとし、また「ラーニング・コミュニティ（子供たちがかかわりながら互いに学び合う集

団）」を作っていこうと考えており、この2つが日々の授業で行われることにより、「授業を変え

て、子供を変えて、学校を変える」という取組を学校教育の中心においた。授業を変えるため

には、教師を育たなくてはならず、「教師の同僚性」と「授業力の向上」がなくてはならない。

「教師を変えて、授業を変えて、子供を変えて、学校が変わる」取組が牛久市の目指す学校

づくりとなっている。これらのことを目指して、牛久市はこれまでコミュニティ・スクールを進め

てきており、その中で最も困難だったものは、「教育課程を通して、子供たちに育てる資質・能

力を保護者や地域社会と共有する」ということであった。どんなに学校長が説明しても、学校

だよりに書いても、単に授業を見せても、昔遊びや進路学習で人が入っても伝わらないこと

もあり、「なんで先生が忙しいのか分からない。私たちも草刈りをしているのだから、先生や

生徒も手伝ってほしい。」といったものであった。そこで、考えたことは、先ほどの「学びの共同

体」の学校づくりの中に、学校運営協議会の皆様に、「参観ではなく参加」してもらうことにし

た。その結果、先生方の授業づくりの大変さ、授業で子供が変わる様子などを実感してもら

い、働き方改革の実情を知ることができた。このことが学校理解の核心に迫るものとなった。

現在は、深い学校理解をした学校運営協議会の皆様と協働で様々な活動が行われており、

そのことによって、住民の特技が生かされる場面ができたり、人と人がつながったり、学校を

核とした地域づくりが進むことを期待している。 

②牛久市の学校理解を深めるための取組 

・牛久市では、以前から「学びの共同体」による学校づくりをしてきた。そこで大切なこと

は、先生方が「すべての教室を開く」ということで、毎月輪番制で、先生方は自分の授業を

開き、同僚の先生に授業を公開している。このように、毎月、校内授業研究を実施してい

る。ここでは、先生方が、授業者の「良いところや悪いところ」を話し合ったり、「良い授業や

悪い授業」と言ったり、という評価は行わず、先生方の指導法を見るよりも、「子どもの学

びの事実」を見て、子どもたちが、どこで学びが止まったか、どこで学び出したか、それは

どうしてか、といった視点で授業研究に参加し、授業後の振り返り（これをリフレクションと

いうが）について、先生方は自分のみとった事実を、児童生徒の固有名詞で語り合う。この

ことによって、自分のみとり方と、他の先生方のみとり方を共有していき、先生方も成長して

行くことになる。大切なことは、子どもたち、一人ひとりの学びを固有名詞で語り合うこと

で、このことによって、子供もたち一人ひとりが話題になる学校づくりに繋がることになる。

また、指導法の研究ではなく、子どもの学びの事実をみて語り合うので、授業力の高い・低



いに関係なく、誰でも参加できる。牛久市では、コミュニティ・スクールを導入するにあたり、

学校運営協議会の皆様にどうしたら「深い学校理解をしていただけるのか」と考えたとき

に、この「授業後に子どもたちの固有名詞で語り合う」という一連の流れに、学校運営協

議会の皆さんにも参加していただくことを考えた。 

③地域学校協働活動推進員について 

・牛久市では、令和4年度は地域学校協働活動推進員を34名委嘱している。担当してい

る生涯学習課が毎年、3～4回推進員向けの研修会を実施している。全小学校で実施して

いる「うしく土曜カッパ塾」の企画・運営の情報を共有したり、各学校の地域学校協働活

動を報告したりしている。研修会を通して、推進員同士がつながり、自立した活動が実施

できるように進めている。推進員の役割は、学校と地域の人材・団体との連絡調整などを

行い、地域学校協働本部ネットワークの実質的な運営を担う。また、令和4年度は24名の

推進員が学校運営協議会委員も兼務している。学校運営協議会と地域学校協働活動の

一体的な推進に向けて、様々な懸け橋になってくれている。 

④「うしく土曜カッパ塾」について 

・「うしく土曜カッパ塾」では、地域全体で子ども達の成長を支えていくことをねらいとし

て、地域の方々の協力を得ながら、様々な体験、交流活動を実施している。先日行われた

「紙ひこうき教室」では、それぞれ色や羽の角度など工夫しながらオリジナルのひこうきを

作り、飛ばし方のコツを講師の先生に教えてもらい、学校の屋根の上まで高く飛ばすこと

ができた。保護者の方もお子さんと一緒に夢中になって参加していた。保護者からも講師

の方に質問をするなど、子どもだけでなく、大人の学びにもつながる活動となった。 

⑤「うしく放課後カッパ塾」について 

・「うしく放課後カッパ塾」は、放課後における無料の学習塾で、基礎学力の向上や学習

習慣の定着を目標にしている。対象は、小学4年生から中学3年生で、市内全小中学校

で、週2日、放課後に実施している。「うしく放課後カッパ塾」は一斉授業の形式ではなく、

個別に支援する自主学習支援を行っている。学習指導員は、元教員や教員免許所有者、

大学生、企業退職者などで、実際に参加している子どもたちの声では、「家より集中でき

る」「友達と一緒に勉強ができる」「勉強が好きになった」など、放課後カッパ塾に参加し

たことで、前向きに学習に取り組むことができる子どもが増えている。 

 



⑥質疑応答 

（質問）コミュニティ・スクールが５年で形づくられたが、行政・学校の協力や苦労はどうで

あったか。 

（回答）５年間の間に試行錯誤が行われ、初めは奥野小学校（現在は義務教育学校）で

学校協議会の前から推進委員の育成に取り組み地域コーディネーターを核にすえた

取組であった。カッパ塾の取組を通してコミュニケーションがとれ育っていった。 

（質問）授業を見せてもらうことは、学校はウエルカムであったか。どういうスタンスである

か。 

（回答）「学びの共同体」の取組は、家庭・学校・地域も含め、誰が授業に入っても気にし

ない。委員としての参観には守秘義務があり、学校としての抵抗感はない。 

（質問）地域をあげて子どもを育てるため、学校に入る仕掛けは行政からか。コーデイネー

ターはどういう人か。これまでの苦労は。 

（回答）紆余曲折はあったが、一度仕切り直して、立ち上げは行政、後は学校にお任せし、

行政が伴走を行った。コーデイネーターはＰＴＡ、支援員、現在は賛同している人になっ

てもらい、各校上限４名。支援員は市全体で２２７人。（上限各校２０人）。子どもたちを

救うため、１０年前に「学びの共同体」の授業を取り入れた。保護者・学校・地域の反対

もあったが、机の並びをコの字型にし、ペア学習やアクティブラーニングを取り入れ、授

業づくりを核にして、学校のことを知ってもらう、子どもを見る授業づくりに変更していっ

た。 

（質問）コミュニティ・スクールの立ち上げは一斉か。予算は。全市一丸となって取り組まれ

ているが、保護者会や育成会を巻き込まないといけないと考えるが牛久市は。 

（回答） 平成３１年までに全校立ち上げという目標を掲げ取り組みを進めてきた。予算は

ゼロで、委員の報酬だけ（１人年間12.000円）。いろんな方に入ってもらった方が子ど

もたちを見る考え方が広がる。ビジョンの共有が難しいが、学校に参画することで子育

てに役立つようにと考えている。 

【所 感】  

茨城県牛久市の視察を終えて、コミュニティ・スクールの取組が市内の小中学校の全校

でスピード感をもって行われていると感じた。学習指導要領改訂の方向性に合わせて、新し

い時代に必要となる資質・能力の育成と学習評価の充実のために「学びの共同体」の授業

実践を取り入れ、ＰＴＡや地域住民の方々に「参観ではなく参加」してもらい、先生方の授業

づくりの大変さ、授業で子どもが変わる様子などを実感してもらい、教職員の働き方改革の

実情を知り、このことで学校理解の核心に迫るものとなっていったことは、とても重要な実践



であると感じた。また、「真面目や努力」から「安心と夢中」の学校を目指し、日々の授業を

通して、「ケアリング・コミュニティ（授業中に子どもたちが互いにケアし合える集団）」、「ラー

ニング・コミュニティ（子どもたちが関わりながら互いに学び合う集団）をつくり、日々の授業

が行われることにより、「授業を変えて、子どもを変えて、学校を変える」という取組を学校教

育の中心に置き、授業を変えるためには教師が育たなくてはならず、「教師の同僚性」と「授

業力の向上」が必要であり、「教師を変えて、授業を変えて、子どもを変えて、学校が変わ

る」という牛久市の目指す学校づくりにとても重要なことを示唆された。 

松阪市におけるコミュニティ・スクールの充実を図るため、牛久市の実践は大いに参考に

なることが多かった。松阪市の子どもたちの将来を見据え、学校教育をどう形づくっていく

か、そのためにコミュニティ・スクールをどのように進めていくか、牛久のようにスピード感をも

って、学校が地域を巻き込み進めていく必要があると感じた。 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑶ 有害鳥獣対策事業について/イズシカ問屋管理運営事業について 

 

 

日 程：  令和 ６ 年 １ 月 26 日（金） １0：００ ～ １２：００ 

行き先：  静岡県伊豆市    

 

1．伊豆市について 

■面 積 363.97㎢ / 総人口 26,607人（2024年1月1日現在） 

■２００４年４月１日、田方郡修善寺町、土肥

町、天城湯ケ島町、中伊豆町が合併し伊豆市

が発足。 

深山な伊豆半島に位置するため、市域の６

７%は山林で占められており可住地面積は１

７%程。 

伊豆市では、人口減少対策として、更なる

沼津・三島地区のベッドタウン化を目指し、伊

豆箱根鉄道駿豆線を利用し修善寺駅を主と

した市街地再開発事業が進められている。 

 

 

２．有害鳥獣対策事業について 

■有害鳥獣被害対策 

シカ・イノシシ等の野生鳥獣による農林産物への被害が多発しており各種対策事業を

行っている。 

 



 

 

（１）伊豆市有害鳥獣等被害対策事業補助金 

農林水産物に被害をもたらす野生鳥獣の侵入を防止するために設置した電気柵、ワ

イヤーメッシュ柵、防護ネット等の材料費に対して補助金を交付している。 

※松阪市（参考）補助金の概要 

対象者：市内在住の農地所有者及び耕作者 

申請限度：１世帯につき、年度内１回 

〇以前に防護柵設置補助を受けた土地や、登記地目が田畑以外の土地は申請できな

い。 

〇ただし、申請年度から起算し7年を経過した場合は、再度申請することができる。 

対象経費：電気牧柵、金網などの防護柵の設置に係る資材費 

補助額：対象経費の２分の１に相当する額（上限50,000円）。 

〇算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。 

 

（２）有害鳥獣捕獲 

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、農林水産業又は生態系に

係る被害の防止を目的として野生鳥獣の捕獲を実施する方に対し、捕獲許可証を交付し

ている。狩猟免許を所持しているなど、条件を満たす方については、ニホンジカ、イノシシ、

ハクビシン、ヒヨドリ等２３種類の野生鳥獣について、市役所で捕獲許可申請ができる。 

 

 

 

 

 

伊豆市有害鳥獣等被害対策事業補助金の詳細 

対象：農林水産物の防護を目的として設置した、電気柵、ワイヤーメッシュ柵等の防護柵資

材費 

金額：補助対象費の1/2以内（千円未満切捨て） 

上限：１世帯につき同一年度内10万円 

必要書類：申請書、位置図、資材や機材等の数量及び支払い状況が確認できる書類の写し、

写真 

注意事項：補助金申請は材料購入の日から３ヶ月以内/年度途中でも予算が上限に達した場

合は補助金を交付ができない/伊豆市内在住、市内の農林漁業地に設置する方が

対象 



 

 



３．イズシカ問屋管理運営事業について 

「人とシカとの調和」 

一般的な自然環境下でのシカの生息密度は1㎢あたり2～3頭が適正。伊豆市では

6倍の18頭前後。鹿被害による経済損失は年間１億円にも及ぶ。年間約2,000頭近く

を捕獲しているが、猟を行う人の高齢化や猟での精神的負担の大きさ等から、捕獲量

を維持・増加させることが大きな課題となっている。 

一方、捕獲したシカは捕獲者周辺でごく一部が食肉として自家消費されるのみであ

り、これまでシカ肉が商品として流通することはあまりなかった。シカは牛などに比べて

個体が小さく可食部が少なく、歩留まりが低いため、解体後の処分費用などを考えると

採算が合わず、民間の創業が難しかった。 

こうした課題を解決すると同時に、新たな地域の特産品をつくるため、平成２３年、伊

豆市が食肉化の道筋をつけ、伊豆のシカ肉消費拡大を願う伊豆市商工会天城支部の

青年部有志らも協力し、「伊豆市食肉加工センターイズシカ問屋」を設立。 

 

≪有害鳥獣等対策の流れ≫ 

有害鳥獣等対策①：電気棚などで田畑への鳥獣の侵入を防ぎ農産物を守る仕組みを

確立。 

有害鳥獣等対策②：銃やわなの免許所持者で組織した「伊豆市有害鳥獣捕獲隊」を

結成。 

市と捕獲計画を協議しながら捕獲を行う。「わな猟免許取得補助金」補助。 

有害鳥獣等対策③：平成２３年食肉加工センター「イズシカ問屋」を設置。 

個体買取を行うことで狩猟者の捕獲に係る負担を減らし捕獲意欲の増進につなげる。 

伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」 ※全国的にも珍しい公設公営の獣肉加工施

設 

●平成２３年４月供用開始。/木造・平屋建200.60㎡/事業費５８,８２５千円。 

財源内訳： 国費12,335千円（鳥獣被害防止総合対策交付金） 3,938千円（他交

付金） 

県費3,364千円（鳥獣被害防止総合対策事業費補助金） 

市費39,188千円 

●処理工程 捕獲⇒搬入⇒個体検査⇒洗浄⇒剝皮⇒洗浄:電解水(強アルカリ水・強

酸性水)⇒熟成 

⇒食肉加工⇒真空包装⇒瞬間液体凍結⇒金属探知機による残弾チェッ

ク⇒冷凍保管 

⇒卸販売 



●スタッフ 市職員として専属で採用。 

●受入条件（①②の条件を共に満たすこと） 

①伊豆市内に住民登録されている猟友会員か伊豆市有害鳥獣捕獲隊員のいずれ

かに該当する者 

②研修会を受講し「食肉加工センター登録証」が発効された者、に限定されている。 

 

 

 

 

■概要 

獣害対策として捕獲し、山へ埋却されていたシカ・イノシシを買い取り、解体・精肉・卸

売を行う「イズシカ問屋」を設立。地元高校によるメニュー開発や、小中学校での鳥獣

被害対策の出前授業・試食を実施し、獣害対策と食肉利用の両面から若年層へPRを

実施。また、住民への「鳥獣害対策勉強会」や「わな講習会」も実施。 

■成果 

センターに搬入されるシカ・イノシシは毎年１千頭前後となり、売上（ペットフード含

む）は近年2,500万円を超えている。イズシカ問屋の稼働後、市内捕獲頭数は設立時

から比べ約２倍となり、イズシカの取扱い販売店は設立時の３店舗から１６店舗となるな

ど、年を追うごとに獣害対策及びブランド化が進んでいる。 

■令和２年３月３０日国産ジビエ認証取得 

※国産ジビエ認証とは、厚生労働省のガイドラインに基づく衛生管理やカットチャートに

よる流通規格、トレーサビリティ等を適切に取り組むジビエ処理施設を認証する農林

水産省の制度。 

 

 

 

４．質疑応答 

①捕獲された鳥獣を特産商品とするビジネス展開への道のり（伊豆市のビジネス展開の

ロードマップ）は？ 

※民営化に向けてもどのような将来像を描いているのか 

有害鳥獣減容化処理施 

●平成30年3月供用開始。/鉄骨70㎡/事業費40,532,400円 

●食肉受入頭数が限界に近づき、利活用困難な個体の処理も課題だったため、微生物により

捕獲個体を分解する減容化施設を導入。 



【現在のところ民営化は難しいと感じている】 

    ▷ 安定した経営には一日の処理頭数が20頭ほど必要（現在最大１０頭ほど） 

※施設規模の拡大や人員拡充が必須 

    ▷ 仕事の引継も兼ねて本来５人雇用のところ７人雇用で対応している（赤字） 

【赤字を受け入れて！獣害対策としてやるべきである】 ※年間５００万円～1,000万円

の赤字計上 

▷ 課題：開設１３年を経過し建て替えが必要 

②現在の他地域からの持ち込み状況などの現状は 

    ▷ 現在他市からの持ち込みはおこなっていない。 ※処理頭数にも限界がある 

    ▷ 持込条件にそぐわない 

※イズシカ問屋に持ち込み可能な個体は、捕獲後（止め刺し後）2時間以内で、持ち込

みができるのは伊豆市内に在住の『田方猟友会員』または『伊豆市有害鳥獣捕獲

隊員』で、更に“搬入研修”を受けた人のみ。 

 

 



 

③捕獲従事者の高齢化が問題になっているが、伊豆市での状況と、捕獲従事者を増やす

ための取り組みは                     （別紙 伊豆市鳥獣被害防止計画参照） 



【所感】 

獣害対策には様々な課題がある。狩猟者の減少や高齢化による鳥獣の捕獲圧の低下、

耕作放棄地が増加することによる鳥獣の生息環境の広がり、獣害被害に遭う地域の高齢化

による適切な管理力の低下などである。 

これらの課題を解決するためには、農家の高齢化、後継者不足や農地管理など、農村に

おける様々な課題と一体的に解決を図らなければならず、松阪市においても伊豆市におい

ても、共に共通な課題となっている。また、それらは地域社会全体で取り組むことが重要であ

り、行政や地域の連携により、解決していかなくてはいけない。鳥獣被害防止計画の作成、鳥

獣被害対策実施隊の設置、侵入防止柵の設置、捕獲活動の強化など、様々に対応をされて

いる。しかし、これらの対策も適切に実施管理されなければ効果を発揮できないので、獣害

対策は一筋縄ではいかない複雑な課題となっており、解決には多角的な視点と総合的な取

り組みが求められる。 

伊豆市の市営食肉処理施設「イズシカ問屋」は、上記報告書に記載したように、捕獲され

たシカやイノシシを加工し、地元の精肉店などを通じて「イズシカ」として売り出しており、こ

れにより鳥獣被害が深刻化する中で、悩ましい存在であった鳥獣を特産品に生まれ変わら

せることができた。また、捕獲された個体を買い取ることで、狩猟者の負担を軽減し、捕獲の

意欲向上につなげ、駆除の持続可能性が高まっている。また、イズシカ問屋の稼働後、市内

の捕獲頭数は設立時から比べて約２倍となり、イズシカの取扱い販売店は設立時の３店舗

から１６店舗となるなど、年を追うごとに獣害対策及びブランド化が進んでおり、獣害対策に

進展がみられている。そして、センターに搬入されるシカやイノシシも年間1,000頭前後とな

り、売上も、近年3,000万円を超える経済効果をもたらしている。これらを考慮すると、イズシ

カ問屋は、獣害対策における重要な役割を果たしており、その取り組みは充分な功績といえ

る。 

本文中でも述べたが、担当者曰く「イズシカ問屋の運営は、赤字を受け入れて獣害対策と

して続けていくべきである」。熱意のある言葉であった。イズシカ問屋の成功は、こうした関係

者の熱意に支えられているのだと思う。採算ベースの１日２０頭の持ち込みは、人員の都合

や施設規模を考慮しても実現不可能である。しかし、イズシカ問屋は、伊豆市の獣害対策に

は必要不可欠であり、起爆剤となっており、その関係者からペットフードの加工者も出てき

た。とはいえ年間赤字も続いている。 

松阪市における獣害対策も一進一退である。確かに市営の処理施設は魅力的である。し

かし、伊豆市以上に、松阪市における獣害被害地域は限定される。全域であればそれなりの

対策も考慮できるが、市税を用いて、一部地域の特殊な対策に、しかも赤字施設の運営に

充てることは現実的ではない。しかし、このくらいの起爆剤を用いなければ、なかなか解決に

向かっていかないのも「獣害対策」である。 



獣害対策実施隊の設置や、捕獲活動へのサポート、制度の見直しなど、少しずつでもでき

ることはあるが、被害地域以外の方々への周知を徹底し、国や県のサポートも受けて、松阪

市をあげての総合的な取り組みを検討していくべきだと考える。静岡県においては、熱感知

ドローンによる個体調査も始まっているそうである。 

松阪牛、松阪豚、松阪鶏焼肉に並ぶ「松阪ジビエ」のブランド化も、松阪市中山間地域の

まちづくりと地域活性化の一端として期待したい。 

 

 

以上 

 


